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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月3日(2018.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の（ａ）又は（ｂ）のアミノ酸配列を有するペプチドからなり、かつ金属への結合
能を有する、結合剤：
（ａ）以下の（１）～（１７）の何れかに記載のアミノ酸配列；
　（１）Ｋ、Ｋ、Ｒ、Ｅ、Ｖ及びＲからなるアミノ酸配列、
　（２）Ｖ、Ｙ、Ｎ、Ｋ、Ｒ及びＫからなるアミノ酸配列、
　（３）Ｓ、Ｒ、Ａ、Ａ、Ｋ及びＹからなるアミノ酸配列、
　（４）Ｑ、Ｋ、Ｒ、Ｋ、Ｖ及びＶからなるアミノ酸配列、
　（５）Ｋ、Ｇ、Ｒ、Ｇ、Ｒ及びＶからなるアミノ酸配列、
　（６）Ｋ、Ｒ、Ｋ、Ａ、Ａ及びＭからなるアミノ酸配列、
　（７）Ｋ、Ｔ、Ｒ、Ｇ、Ｖ及びＫからなるアミノ酸配列、
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　（８）Ｋ、Ｑ、Ｋ、Ｋ、Ｔ及びＴからなるアミノ酸配列、
　（９）Ｒ、Ｔ、Ｒ、Ｎ、Ｒ及びＳからなるアミノ酸配列、
　（１０）Ｔ、Ｑ、Ｋ、Ｇ、Ｒ及びＫからなるアミノ酸配列、
　（１１）Ｋ、Ｇ、Ａ、Ｋ、Ｋ及びＶからなるアミノ酸配列、
　（１２）Ｋ、Ｋ、Ｔ、Ｓ、Ｋ及びＧからなるアミノ酸配列、
　（１３）Ｋ、Ｔ、Ｒ、Ｍ、Ｒ及びＧからなるアミノ酸配列、
　（１４）Ｌ、Ｋ、Ｄ、Ｋ、Ｋ及びＫからなるアミノ酸配列、
　（１５）Ｒ、Ｇ、Ｙ、Ｋ、Ｋ及びＧからなるアミノ酸配列、
　（１６）Ｒ、Ｋ、Ｇ、Ｎ、Ｋ及びＡからなるアミノ酸配列、
　（１７）Ｒ、Ｖ、Ｇ、Ｒ、Ｋ及びＧからなるアミノ酸配列
（ｂ）（ａ）に記載のアミノ酸配列において１又は数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは
付加されたアミノ酸配列。
【請求項２】
　以下の（ｃ）、（ｄ）又は（ｅ）のアミノ酸配列を有するペプチドからなり、かつ金属
への結合能を有する、請求項１に記載の結合剤：
（ｃ）配列番号１～１７の何れかに記載のアミノ酸配列；
（ｄ）（ｃ）に記載のアミノ酸配列の逆配列；
（ｅ）（ｃ）又は（ｄ）に記載のアミノ酸配列において１又は数個のアミノ酸が欠失、置
換もしくは付加されたアミノ酸配列。
【請求項３】
　Ｋ、Ｒ、Ｇ、Ｖ、Ｔ、Ａ、Ｑ、Ｓ、Ｙ、Ｎ、Ｍ、Ｌ、Ｄ又はＥから選ばれるアミノ酸か
らなる、請求項１又は２に記載の結合剤。
【請求項４】
　蛋白質に請求項１～３の何れか１項に記載の結合剤を連結した、金属結合性蛋白質。
【請求項５】
　蛋白質のＮ末端及び／又はＣ末端に結合剤を連結した、請求項４記載の金属結合性蛋白
質。
【請求項６】
　蛋白質が抗体又は酵素である、請求項４又は５記載の金属結合性蛋白質。
【請求項７】
　蛋白質が酸化還元酵素である、請求項４～６の何れか１項に記載の金属結合性蛋白質。
【請求項８】
　請求項４～７の何れか１項に記載の金属結合性蛋白質を含む、測定試薬組成物。
【請求項９】
　請求項４～７の何れか１項に記載の金属結合性蛋白質を使用する、試料中の測定対象物
の測定方法。
【請求項１０】
　測定対象物がグルコースである、請求項９記載の測定方法。
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